
種類 項目

1 A3 1001 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ 941 １月につき

2 A3 1003 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一１ 847

3 A3 1004 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一２ 800

4 A3 1005 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一３ 828

5 A3 1011 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割 31 １日につき

6 A3 1013 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一１ 28

7 A3 1014 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一２ 26

8 A3 1015 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一３ 27

9 A3 1031 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ 941 １月につき

10 A3 1033 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一１ 847

11 A3 1034 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一２ 800

12 A3 1035 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一３ 828

13 A3 1041 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割 31 １日につき

14 A3 1043 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一１ 28

15 A3 1044 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一２ 26

16 A3 1045 基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一３ 27

17 A3 1051 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ 941 １月につき

18 A3 1053 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一１ 847

19 A3 1054 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一２ 800

20 A3 1055 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一３ 828

21 A3 1061 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割 31 １日につき

22 A3 1063 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一１ 28

23 A3 1064 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一２ 26

24 A3 1065 基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一３ 27同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

サービス内容略称 算定項目
合成単位
数

算定単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・1割
負担）
（Ⅰ）

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・2割
負担）
（Ⅰ）

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・3割
負担）
（Ⅰ）

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合　×88％

大牟田市介護予防・日常生活支援サービス事業

２　基準緩和型訪問サービスに係るサービスコード表

サービスコード

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを行う場合　×85％



高齢者虐待防止措置未実施の場合

種類 項目

25 A3 2001 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・虐待防止措置未実施減算 9単位減算 -9

26 A3 2002
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一１・虐待防止措置未実
施減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

8単位減算 -8

27 A3 2003
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一２・虐待防止措置未実
施減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

8単位減算 -8

28 A3 2004
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一３・虐待防止措置未実
施減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

8単位減算 -8

29 A3 2005
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・虐待防止措置未実施
減算

1単位減算 -1

30 A3 2006
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一１・虐待防止措置
未実施減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

1単位減算 -1

31 A3 2007
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一２・虐待防止措置
未実施減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

1単位減算 -1

32 A3 2008
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一３・虐待防止措置
未実施減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

1単位減算 -1

33 A3 2009
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・虐待防止措置
未実施減算

9単位減算 -9

34 A3 2010
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一１・虐待防
止措置未実施減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

8単位減算 -8

35 A3 2011
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一２・虐待防
止措置未実施減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

8単位減算 -8

36 A3 2012
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一３・虐待防
止措置未実施減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

8単位減算 -8

37 A3 2013
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・虐待防止
措置未実施減算

1単位減算 -1

38 A3 2014
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一１・虐
待防止措置未実施減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

1単位減算 -1

39 A3 2015
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一２・虐
待防止措置未実施減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

1単位減算 -1

40 A3 2016
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一３・虐
待防止措置未実施減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

1単位減算 -1

41 A3 2017
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・虐待防止措置
未実施減算

9単位減算 -9

42 A3 2018
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一１・虐待防
止措置未実施減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

8単位減算 -8

43 A3 2019
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一２・虐待防
止措置未実施減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

8単位減算 -8

44 A3 2020
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一３・虐待防
止措置未実施減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

8単位減算 -8

45 A3 2021
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・虐待防止
措置未実施減算

1単位減算 -1

46 A3 2022
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一１・虐
待防止措置未実施減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

1単位減算 -1

47 A3 2023
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一２・虐
待防止措置未実施減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

1単位減算 -1

48 A3 2024
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一３・虐
待防止措置未実施減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

1単位減算 -1

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・3割
負担）
（Ⅰ）

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

１月につき

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

１日につき

サービスコード

サービス内容略称 算定項目
合成単位
数

算定単位

１月につき

１日につき

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・2割
負担）
（Ⅰ）

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

１月につき

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

１日につき

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・1割
負担）
（Ⅰ）

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位



業務継続計画未策定の場合

種類 項目

49 A3 2025 基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・業務継続計画未策定減算 9単位減算 -9

50 A3 2026
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一１・業務継続計画未策
定減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

8単位減算 -8

51 A3 2027
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一２・業務継続計画未策
定減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

8単位減算 -8

52 A3 2028
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ・同一３・業務継続計画未策
定減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

8単位減算 -8

53 A3 2029
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・業務継続計画未策定
減算

3単位減算 -1

54 A3 2030
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一１・業務継続計画
未策定減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

3単位減算 -1

55 A3 2031
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一２・業務継続計画
未策定減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

3単位減算 -1

56 A3 2032
基準緩和型訪問サービス・Ⅰ日割・同一３・業務継続計画
未策定減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

3単位減算 -1

57 A3 2033
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・業務継続計画
未策定減算

9単位減算 -9

58 A3 2034
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一１・業務継
続計画未策定減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

8単位減算 -8

59 A3 2035
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一２・業務継
続計画未策定減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

8単位減算 -8

60 A3 2036
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ・同一３・業務継
続計画未策定減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

8単位減算 -8

61 A3 2037
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・業務継続
計画未策定減算

3単位減算 -1

62 A3 2038
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一１・業
務継続計画未策定減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

3単位減算 -1

63 A3 2039
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一２・業
務継続計画未策定減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

3単位減算 -1

64 A3 2040
基準緩和型訪問サービス（2割負担）・Ⅰ日割・同一３・業
務継続計画未策定減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

3単位減算 -1

65 A3 2041
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・業務継続計画
未策定減算

9単位減算 -9

66 A3 2042
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一１・業務継
続計画未策定減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

8単位減算 -8

67 A3 2043
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一２・業務継
続計画未策定減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

8単位減算 -8

68 A3 2044
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ・同一３・業務継
続計画未策定減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

8単位減算 -8

69 A3 2045
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・業務継続
計画未策定減算

3単位減算 -1

70 A3 2046
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一１・業
務継続計画未策定減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建
物の利用者20人以上にサービスを行う場合　×90％

3単位減算 -1

71 A3 2047
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一２・業
務継続計画未策定減算

事業所と同一の建物の利用者50人以上にサービスを
行う場合　×85％

3単位減算 -1

72 A3 2048
基準緩和型訪問サービス（3割負担）・Ⅰ日割・同一３・業
務継続計画未策定減算

同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90
以上の場合　×88％

3単位減算 -1

サービスコード

サービス内容略称 算定項目
合成単位
数

算定単位

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・1割
負担）
（Ⅰ）

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

１月につき

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

１日につき

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・2割
負担）
（Ⅰ）

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

１月につき

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

１日につき

イ　訪問型
サービス費
（緩和型・3割
負担）
（Ⅰ）

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
941単位

１月につき

事業対象者、要支援１・２
（週1回）
31単位

１日につき


